
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
五
十
一
号

地
方
揮
発
油
税
法
施
行
令

内
閣
は
、
地
方
道
路
税
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
四
号
）
の
規
定
に
基
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
担
保
の
提
供
）

第
一
条
　
地
方
揮
発
油
税
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
揮
発
油
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
担
保
を
提
供
す
る
者

又
は
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
命
ぜ
ら
れ
た
担
保
を
提
供
す
る
者
は
、
そ
の
提
供
す
る
各
担

保
物
又
は
保
証
人
の
保
証
に
お
い
て
、
揮
発
油
税
額
の
二
百
四
十
三
分
の
四
十
四
に
相
当
す
る
地
方
揮
発
油
税
額

を
あ
わ
せ
て
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
地
方
揮
発
油
税
に
係
る
担
保
は
、
揮
発
油
税
に
係
る
担
保
を
提
供
す
べ
き
国
税
庁
長
官
、
国
税
局
長
、
税
務
署

長
又
は
税
関
長
に
対
し
て
あ
わ
せ
て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
担
保
に
つ
い
て
の
国
税
通
則
法
等
の
適
用
の
特
例
）

第
二
条
　
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
及
び
国
税
通
則
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第

百
三
十
五
号
）
の
担
保
に
係
る
規
定
を
地
方
揮
発
油
税
及
び
揮
発
油
税
の
担
保
に
つ
き
適
用
す
る
場
合
に
は
、
こ

れ
ら
の
税
に
係
る
担
保
に
つ
い
て
あ
わ
せ
て
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
地
方
揮
発
油
税
額
の
計
算
に
関
す
る
書
類
）

第
三
条
　
揮
発
油
税
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
五
十
七
号
）
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
は
、
法
第
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
揮
発
油
税
法
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
地
方
揮
発
油
税
に
係

る
当
該
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

６
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
つ
た
揮
発
油
税
及
び
当
該
揮
発
油
税
に
係
る
過
誤
納
金

の
還
付
金
の
端
数
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
四
月
六
日
政
令
第
五
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
地
方
道
路
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
五
十
六
号
）
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
四
月
九
日
政
令
第
一
一
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
四
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
提
供
さ
れ
た
担
保
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
四
月
一
日
政
令
第
八
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
提
供
さ
れ
た
担
保
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
四
月
二
日
政
令
第
一
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
国
税
通
則
法
の
施
行
等
に
伴
う
関
係
法
令
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
整
備
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
税
通
則
法
の
制
定
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
昭
和
三
十
七
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
は
、
所
得
税
、
法
人
税
、
相
続
税
、
贈
与
税
、
有
価
証
券
取
引
税
又
は
通
行
税
に
係
る
国
税
通
則
法
第
二

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
通
知
書
（
所
得
税
、
相
続
税
又
は
贈
与
税
に
係
る
同
法
附
則
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
更
正
通
知
書
を
含
む
。
）
及
び
同
法
第
三
十
二
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
賦
課
決
定

通
知
書
は
、
整
備
法
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
）
、
法
人
税
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
二
十
八
号
）
、
相
続
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
七
十
三
号
）
、
有
価
証
券
取
引
税
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
二
号
）
又
は
通
行
税
法
（
昭
和
十
五
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
通
知
書
で
当
該

更
正
通
知
書
又
は
賦
課
決
定
通
知
書
に
相
当
す
る
も
の
（
以
下
次
項
に
お
い
て
「
従
前
の
通
知
書
」
と
い
う
。
）

を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
通
知
書
を
発
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
送
達
に
よ
り
納
付
す
べ
き
こ
と
と
な
る

所
得
税
、
相
続
税
又
は
贈
与
税
（
こ
れ
ら
の
国
税
に
係
る
延
滞
税
（
国
税
通
則
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
延

滞
税
と
み
な
さ
れ
る
利
子
税
額
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
は
、
同
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
国
税
と
み
な
し
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
徴
収
す
る
国
税
の
う
ち
過
少
申
告
加
算
税
、
無
申
告
加
算
税
及
び
国
税
通
則
法
附
則
第
八

条
の
規
定
に
よ
り
延
滞
税
と
み
な
さ
れ
る
利
子
税
額
は
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
告
知
に
よ

り
納
付
す
べ
き
国
税
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
み
な
す
。

第
三
条
　
国
税
通
則
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
、
又
は
徴
収
す
べ
き
利
子
税
額
及
び
延
滞
加
算
税
額

は
、
消
費
税
（
同
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
消
費
税
を
い
う
。
）
に
関
す
る
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
を

含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
延
滞
税
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
つ
た
地
方
道
路
税
に
係
る
担
保
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
保
税
地
域
に
該
当
す
る
製
造
場
に
お
い
て
所
持
す
る
内
国
貨
物
に
該
当
す
る
課
税
物
品
の
届
出
）

第
三
条
　
整
備
法
附
則
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
そ
の
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

二
　
所
持
す
る
砂
糖
類
に
つ
き
、
そ
の
種
別
（
第
一
種
又
は
第
三
種
の
砂
糖
に
つ
い
て
は
、
種
別
及
び
類
別
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
種
別
ご
と
の
重
量

三
　
所
持
す
る
砂
糖
類
が
整
備
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
整
備
法
附
則
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
そ
の
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

二
　
所
持
す
る
揮
発
油
が
整
備
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３
　
整
備
法
附
則
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
そ
の
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

二
　
所
持
す
る
ト
ラ
ン
プ
類
に
つ
き
、
そ
の
区
分
及
び
区
分
ご
と
の
組
数

三
　
所
持
す
る
ト
ラ
ン
プ
類
が
整
備
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
五
月
三
〇
日
政
令
第
八
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


